
令和３年度 大分県宿泊施設ワーケーション環境整備支援事業 

  

補助対象事業者 県内宿泊事業者 

補助対象要件 

以下の①②の要件を満たす事業を対象とします。 

①ワーケーションの受入れを進めるために必要な環境を整備すること 
 

②地域の観光資源を活かした、独自のワーケーションプランを提供すること 

補助上限額等 

上限額：１００万円以内 

対象経費：通信環境整備に要する経費、備品購入に要する経費 

   (※消費税及び地方消費税を除く。対象経費の詳細は公募要領でご確認ください。) 

補助率 
通信環境整備に要する経費：２／３以内 

備品購入に要する経費：１／２以内 

公募期間 令和３年４月１日（木）～５月２８日（金） 

申込方法 

事業実施計画を作成し、当課に持参又は郵送してください。 
※公募要領は、県庁ＨＰ（観光政策課のページ）からダウンロードして 

ください。 

 ※応募に当たっては、令和 3年 5月 14日（金）までに当課あて事前相談 

を行ってください。事前相談がない場合の申請は受け付けできません。 

問合せ先 
大分県商工観光労働部観光局観光政策課（県庁本館７階） 

TEL 097-506-2122 FAX 097-506-1729 

ワーケーションの受入れに取り組む宿泊事業者を支援します !! 

～大分県宿泊施設ワーケーション環境整備支援事業費補助金のご案内～ 

事例１：周辺の観光体験施設と連携したプラン 

・モバイル Wi-Fi完備！乗馬体験で自然満喫ワーケーションプラン 

・２泊以上で割引！陶芸体験で集中力向上ワーケーションプラン 
 

事例２：周辺の観光施設と連携したプラン 

    ・□□美術館の入館料割引！大分のアートに触れるワーケーションプラン 

    ・フリードリンク付！大分県の魅力発信ワーケーションプラン 
 

ポイント：ワーケーションプランの魅力、仕事環境の充実度、滞在施設の魅力、プランの PR 方法等が審査のポイント 

になります。 

日常のストレスから解放され、健康増進や仕事の質の向上が期待される 

仕事と休暇を組み合わせた「ワーケーション」。 

アクティビティ等、地域の魅力的な観光資源を活かした、ワーケーション

の受入れに取り組む宿泊事業者に対して、その取組に要する 

経費の一部を助成します。 

【制度の概要】 


